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iii

　ここ最近の社労士試験の出題傾向をみてみると、選択式については、年度によ
り難易度に変動はあるものの、「覚えた事柄から単純・反射的に選ぶ性質の問
題」から「知識をフル活用して推測しつつ、選択語群の語句を消去法で絞り込ま
ないと正解を選べない高度な問題」まで出題内容が多岐にわたっています。単に
テキスト中の語句や数字等を記憶しているだけでは、すべての科目において基準
点（３点）をクリアするための得点ができるとは言えない試験になってきている
といえます。
　また、択一式については、「組合せ問題」と「正解の個数問題」という出題形
式は定着しており、とくに「正解の個数問題」については、１問にかける時間が
長くなるため、非常に負荷が高くなっています。また、労働基準法で労働時間等
の具体的な問題が散見されるようになり、「実務と直結した内容の出題を。」と
いう意図も感じられるようになっています。
　これらの傾向に対応するためには、素早く確実に出題の意図を読み取り判断し
ていく能力が求められるので、基本事項の反復を徹底し、早い時期にそのレベル
での対策を仕上げておき、時間的に余裕をもって応用問題等の細かい知識の対応
に時間を割けるようにしておくことが必要でしょう。
　本書は、社労士試験に確実に合格するための「本格学習テキスト」というコン
セプトをもっており、条文や通達、判例など、多くの情報を、社労士本試験問題
を解く際に使いやすいよう、コンパクトにまとめており、毎年多くの受験生の方
にご好評をいただいております。
　今回の改訂では、本文レイアウトの全面リニューアルを行い、今までよりも読
みやすく、試験攻略に役立つ知識をより効果的に身に付けていただけるようにな
りました。また、情報量についても、直近の本試験の出題傾向を改めて見直した
うえで、精査致しました。
　本書を利用したみなさんが、社労士試験に合格されることを、ＴＡＣ社会保険
労務士講座一同、願ってやみません。

令和元年10月吉日
TAC社会保険労務士講座

はじめに
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法改正法改正ポイント
講義

ここでは、2020（令和２）年度の社労士本試験に関連する、主要な法改正内
容を紹介していきます。まずは、法改正内容の概要をつかんでおきましょう。詳
細は、テキスト本文でじっくり学習していきましょう。

1 教育訓練給付金の改正
【令和元年10月１日施行】

　教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に、「特定一般教育訓練」が加わりました。

特定一般教育訓練

一般教育訓練

専門実践教育訓練

教育訓練

新設

雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が指定対象（支給率20％）

即効性のあるキャリア形成ができ、社会的ニーズが高く、かつ、
特に就職実現・キャリアアップとの結びつきの強さを客観的に評
価できる教育訓練が指定対象（支給率 40％）

中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練が
指定対象（支給率最大 70％）

iv
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第２章第４節　で詳しく学びます。2

特定一般教育訓練の対象講座

【例】

・ 税理士、社会保険労務士、介護職員初任者研修等の資格取得を訓練目標と
するもの

・ 基本情報技術者試験などの資格取得を目標とするもの

・ 2019年４月１日以後の試験合格を目指すITパスポート試験合格目標講
座

　特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該訓練開始１箇月前ま
でに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、職務経歴等記録書（ジョブ・カード）を
作成し、管轄公共職業安定所において、受給資格確認を行うことが必要です。
　特定一般教育訓練給付金の支給申請は、当該訓練を修了した日の翌日から起算し
て１箇月以内に行わなければなりません。

特定一般教育訓練の支給申請手続

v
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第１章 第２節　被保険者

日雇労働被保険者　 
日雇労働者 （法42条、法43条２項）

日雇労働者とは、次のⅰⅱのいずれかに該当する労働者〔前２月の
各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同
一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者（公共職業安
定所長による日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者を除く。）を
除く。〕をいう。
ⅰ　日々雇用される者
ⅱ　30日以内の期間を定めて雇用される者

概要
日雇労働者の要件をまとめると、次の通りとなる。

※ 　これらに該当する者であっても、公共職業安定所長による日雇労働被保険者資
格継続の認可を受けた場合については、日雇労働者となる。

Check Point !

□ 「日々雇用される者」だけでなく「30日以内の期間を定めて雇用される
者」についても、所定の要件に該当すれば日雇労働者になる。

日雇労働被保険者 （法43条１項）

5
重要度

A

1 ★★★

H25-選ADE

H25-選B

H25-選C

左記①又は②に該当する場合でも
以下の者は日雇労働者にはならない

・前２月の各月において18日以上同一の
　事業主の適用事業に雇用された者※

・同一の事業主の適用事業に継続して31日
　以上雇用された者※

①　日々雇用される者
②　30日以内の期間を
　定めて雇用される者

日雇労働者

2 ★★

vi

本書の構成
　本書は本試験で確実に合格できるだけの得点力を養うことに重点を置
き、試験対策において必要とされる知識を整理、体系化して理解することが
できるよう構成しています。

囲み条文 選択式試験で狙われやすい条文等を囲んでい
ます。記載内容の重要度は★の数で表してお

り、★★★のものは、必ず確認しておきましょう。赤字は過去の
本試験で論点となったキーワードや、これから出題が予想され
る重要語句です。それ以外の重要語句は黒太字にしています。

Check Point!
本試験頻出事項などを箇条書
きでまとめています。

重要度
Ａ、Ｂ、Ｃの３段階
です。
Ａ 試験頻出・改正
点等の重要事
項。必ずおさえ
る。

Ｂ 頻出箇所ではな
いが、おさえて
おきたい。合否
の分かれ目。

Ｃ Ａ、Ｂを優先と
し、余裕があれ
ば、見ておく。

趣旨・沿革・概要
条文等の趣旨、沿革、概要をまとめて
います。難解な条文等も、ここを読
み込めばスムーズに理解できます。
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被保険者及び適用除外 

第
１
章 

第
２
節

 問題チェック H7-1B

　都道府県又は市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するた
めには、都道府県知事にあっては直接に、市町村長にあっては都道府県知事を経由
して、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請をし、その承認を
受けることを要する。

× 法６条６号、則４条１項

　市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するためには、当該
市町村の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働
大臣の定める基準によって、その承認を受けることが必要である（厚生労働大臣の承
認ではなく、都道府県労働局長の承認を受ける必要がある）。

解答

節△ 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 12 10 12 12 12 11 12 12 12 12 12 16 11

〇＝被保険者期間１箇月　　△ ＝被保険者期間　 箇月
×＝被保険者期間ゼロ箇月　　　　　　　　　　　　　　

合計 被保険者期間12.5箇月
（賃金支払基礎日数）
「賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金の
支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基
準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象と
なった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金の支払の基礎となっ
た日数に算入される。 （行政手引21454）

（月給者の賃金支払基礎日数）
月給者についての賃金支払基礎日数とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば、
30日（28日、29日、31日）であり、１月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であ
ればその期間の日数となる。
月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合（日給月給者の場合）は、その控除後の賃金に
対応する日数が賃金支払基礎日数となる。 （同上）

（日給者の賃金支払基礎日数）
日給者についての賃金支払基礎日数とは、一般的には現実に労働した日数をいう。ただ
し、休業手当支払の対象となった日及び有給休暇の取得日等は賃金支払基礎日数に算入し
なければならないので、このような日については、現実に労働していなくても賃金支払基
礎日数に算入する。 （同上）

（翌日にわたる深夜労働の場合）
深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が８時間を超える場合には、賃金
支払基礎日数は２日として計算する。ただし、宿直については、宿直に従事して翌日にわ
たり、その時間が８時間を超えても２日としては計算しない。なお、この場合の賃金支払
基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。 （同上）

（未払賃金がある場合）

就職 離職
資格
喪失

賃金支払
基礎日数

1
2

参考

H29-2E R元-1D

過去の本試験問題から典型的な出題パ
ターンを知るのに最適な問題をピック

アップしています。確かな得点力を養うことができます。
・ 下線：問題のポイントになる論点には、下線を引いていま
す。下線の引かれている箇所に注意しながらテキストを読
み込むことで、日頃から問題文を「正しく」読む習慣をつけ
ることができます。
・ Advice：講師の視点で解答テクニック等を記載しています。

問題チェック

　Ｄ 　法13条１項、行政手引50152、50153。設問の通り正しい。設問の場合、算
定対象期間の延長は認められるが、その期間の上限は４年であり賃金支払基礎
日数はゼロであるため、基本手当の受給資格を有することはない。

　Ｅ 　法14条１項。設問の場合、平成26年４月１日から４月25日までの期間は２分
の１か月の被保険者期間として計算される。したがって、設問の被保険者の被保
険者期間は、5.5か月となる。

Ｄは、算定対象期間の延長が認められるかではなく、基本手当の受給資
格を有するかを問う問題であることに注意するとよい。

vii

巻末資料編について

　過去の本試験での出題実績こそ少ないもの
の、今後も出題可能性があるものを巻末資料
編としてまとめています。まずは本文の学習
を優先したうえで、余裕がある方は読み込ん
でおいてください。

参考
本文に関連する通達、
判例等をまとめてい
ます。補足的な内容
でもあるため、まずは
本文を優先して読ん
でいきましょう。

各種アイコン

●過去問番号 
過去10年分の本試験出題
実績です。
●改正 
直近の改正点です。

H26-1D

改正
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viii

本書の効果的な活用法
　「よくわかる社労士」シリーズは、社労士試験の完全合格を実現するため
の、実践的シリーズです。条文ベースの学習を通して、本試験問題への対応
力をスムーズにつけていくことができます。

 ◉よくわかる社労士シリーズ

　『合格テキスト』をご利用いただく際は、常に姉妹書『合格するための過去10年
本試験問題集』の内容を引き合わせながら使用すると、学習効果が倍増します。
・この問題文の論点は何か？
・この問題文の正誤を判断するために必要な要素は何か？
・この問題文の空欄には選択語群のうち、どうしてその語句等が適当とされるのか？

『合格テキスト』全10冊＋別冊

『合格するための過去10年本試験問題集』全4冊
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 ◉よくわかる社労士シリーズを活用した学習法

　を考えながら、本書を精読することで皆さんの受験勉強が「単に記憶する作業」
から「問題文を比較考量して正解を選んでいく行動」へ変化していきます。
　本書を最大限に活用して、「確実に合格ラインをこえる解答能力をつけて合格す
る」という能動的な学習スタイルを身につけていきましょう。

● どんな問題文かをざっくりつかむことを意識する。
● 解けなくても気にしない！

●「過去問番号」が登場する都度、『合格するための
過去10年本試験問題集』で該当問題を確認！

 本文の記載内容が、本試験でどのように出題されて
いるかを同時並行で確認することができます。

● 論点を過去問番号の横に、一言で簡潔にメモ！
 テキストの記載内容を自分の知識に落とし込む
には、この方法がとても効果的です。この書き
込みを見れば問題文がなんとなく思い浮かぶよ
うになると、解答力が格段にアップします。

① まず、『合格するための過去10年本試験問題
集』で、試験問題に目を通す。

②『合格テキスト』を科目ごとに読み込む。

　こうして全科目、ていねいに学習をしていけば、問題がスラスラ解けるようになる
知識が身につきます。本シリーズをフル活用して、合格の栄冠を勝ち取っていきま
しょう。

Check Point !

Check Point !
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x

本試験の傾向
　過去10年間の出題項目は、次のようになっています。★が選択式試験、☆
が択一式試験となっています。

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

総　則 ★ ☆ ☆ ★ ☆

適用事業 ☆ ☆ ☆

被保険者及び適用除外 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

被保険者の種類等 ★☆ ★ ☆ ★☆ ☆

適用事業所に関する届出 ☆ ☆

被保険者に関する届出 ☆ ☆ ☆ ☆

失業等給付の種類 ☆ ☆

基本手当の受給資格要件 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆

基本手当の受給手続 ☆ ☆ ☆

基本手当日額 ☆ ☆ ☆ ☆

基本手当の受給期間及び給付日数 ★☆ ☆ ☆ ★☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★

延長給付 ☆ ☆ ☆

一般被保険者に対する求職者給付 ☆ ☆ ☆
高年齢被保険者に対する
求職者給付 ☆ ★ ☆

短期雇用特例被保険者に対する
求職者給付 ★ ☆

日雇労働被保険者に対する
求職者給付 ★ ☆ ★

就職促進給付 ☆ ★☆ ★ ☆ ☆

教育訓練給付 ☆ ★☆ ☆ ☆ ☆

雇用継続給付 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★☆ ★☆

通　則 ☆ ☆ ★ ★☆ ☆ ★☆ ☆

不正受給による給付制限 ☆ ☆ ☆ ☆

その他の給付制限 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

雇用保険二事業 ☆ ★ ☆ ★☆ ☆

費用の負担 ☆ ☆ ★☆ ★☆ ☆ ☆

不服申立て ☆ ☆ ☆

雑則等 ☆ ☆ ☆ ☆
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第１章　総則・適用事業・被保険者  ／ 1

第１節　総則・適用事業  ／ 3
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 1  目的　 重要度

A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4
 2  管掌　 重要度

A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5
 3  労働政策審議会への諮問　 重要度

B    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6
 4  離職・失業の定義　 重要度

A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6
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A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8
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第２節　被保険者  ／ 11
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 2  適用除外　 重要度
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 1  種類　 重要度
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 2  一般被保険者　 重要度
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 3  高年齢被保険者　 重要度
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 6  被保険者資格の確認　 重要度
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第３節　届　出  ／ 31
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第２章　失業等給付  ／ 51

第１節　失業等給付の種類  ／ 53
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 1  失業等給付の種類　 重要度
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 2  求職者給付　 重要度

A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  55
 3  就職促進給付　 重要度
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 4  教育訓練給付　 重要度
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 5  雇用継続給付　 重要度
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第２節　基本手当  ／ 59
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 1  受給資格要件　 重要度
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 2  受給資格要件の緩和　 重要度
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 3  被保険者期間　 重要度
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 2  失業の認定日　 重要度
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 3  基本手当の支給　 重要度
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 1  賃金　 重要度
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4  基本手当の受給期間及び給付日数   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  92
 1  受給期間　 重要度
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 1  技能習得手当　 重要度
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 1  高年齢求職者給付金　 重要度
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 1  特例一時金　 重要度
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 1  普通給付　 重要度
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第４節　求職者給付以外の失業等給付  ／ 155
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 3  再就職手当　 重要度
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 4  就業促進定着手当　 重要度
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 5  常用就職支度手当　 重要度
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 6  移転費　 重要度
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 7  求職活動支援費　 重要度
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 1  教育訓練給付金制度　 重要度
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 2  支給要件　 重要度
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 4  支給額　 重要度
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 5  支給申請手続　 重要度
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 6  教育訓練支援給付金　 重要度
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 1  高年齢雇用継続給付　 重要度
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 2  高年齢雇用継続基本給付金　 重要度
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 3  高年齢再就職給付金　 重要度
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 4  育児休業給付金　 重要度
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 5  介護休業給付金　 重要度
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第５節　給付通則  ／ 229
1  通　則   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  230
 1  受給権の保護　 重要度
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 2  未支給の失業等給付　 重要度
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 3  不正利得の返還命令等　 重要度

A    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  232

社04雇用法.indb   xiii社04雇用法.indb   xiii 19/10/21   17:1619/10/21   17:16



xiv

2  不正受給による給付制限   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  234
 1  求職者給付の給付制限　 重要度
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 2  就職促進給付の給付制限　 重要度
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 3  教育訓練給付の給付制限　 重要度
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 4  雇用継続給付の給付制限　 重要度
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 1  その他の給付制限まとめ　 重要度
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 2  就職拒否等による給付制限　 重要度
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 3  離職理由による給付制限　 重要度
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第３章　その他  ／ 247
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 1  事業等の利用　 重要度
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 2  雇用安定事業　 重要度
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 3  能力開発事業　 重要度
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 4  職業訓練受講給付金の支給　 重要度
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2  費用の負担   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  251
 1  国庫負担　 重要度
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 2  保険料　 重要度
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 2  行政不服審査法による不服申立て　 重要度
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 1  時効　 重要度
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 2  事業主の責務　 重要度
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 3  罰則　 重要度
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資料編  ／ 265

第１章　総則・適用事業・被保険者
 1  船員に関する給付事務等   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  266
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法 → 雇用保険法
法附則 → 雇用保険法附則
令 → 雇用保険法施行令
令附則 → 雇用保険法施行令附則
則 → 雇用保険法施行規則
則附則 → 雇用保険法施行規則附則
厚労告 → 厚生労働省告示
徴収法 → 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
徴収法附則 → 労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則
労審法 → 労働保険審査官及び労働保険審査会法
行審法 → 行政不服審査法
労働施策総合推進法 →  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律
求職者支援法 →  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律
官民人事交流法 → 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
行政手引 → 職業安定行政手引（雇用保険編）
雇保発 → 職業安定局雇用保険課長名通達
職発 → 厚生労働省（旧労働省）職業安定局長名で発する通達

本書において、法令名等は以下のように表記しています。

凡例
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第1章 第1節
総則・適用事業

総　則
1  目的
2  管掌
3  労働政策審議会への諮問
4  離職・失業の定義

適用事業
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2  暫定任意適用事業
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第１章 第１節　総則・適用事業

目的 （法１条、法３条）　　
Ⅰ　雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継
続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者
が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うこと
により、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を
容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に
資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労
働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを
目的とする。

Ⅱ　雇用保険は、Ⅰの目的を達成するため、失業等給付を行うほか、
雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

概要
雇用保険では、保険給付として「失業等給付」が支給されており、当該給

付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付で構成さ
れている。
また、附帯事業として雇用保険二事業が行われており、当該事業は、雇用

安定事業及び能力開発事業で構成されている。

総　則1
1

重要度

A
★★★

H22-選AB H28-選ABC

H25-7D

雇用保険

求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付

雇用安定事業
能力開発事業

失業等給付

雇用保険二事業
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総　則

第
１
章 

第
１
節

管掌 （法２条、法81条、令１条、則１条１項、２項）　　

Ⅰ　雇用保険は、政府が管掌する。
Ⅱ　雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県
知事が行うこととすることができる。

Ⅲ　雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することがで
きる。

Ⅳ　Ⅲの規定により都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権
限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委
任することができる。

Ⅴ　ⅢⅣの規定により、法第７条［被保険者に関する届出］、第９条第
１項［被保険者資格の得喪の確認］及び第38条第２項［短期雇用特
例被保険者該当・不該当の確認］の規定による厚生労働大臣の権限
は、都道府県労働局長に委任され、その委任された権限は、更に公
共職業安定所長に委任されている。

Ⅵ　Ⅱの規定により、法第63条第１項第１号に掲げる能力開発事業の
うち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事
業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条［認定職業
訓練の実施］に規定する事業主等（中央職業能力開発協会を除く。）
に対する助成の事業の実施に関する事務は、法定受託事務として、
都道府県知事が行うこととする。

概要
雇用保険に関する事務の所轄は次の通りである。

2
重要度

A

★★★

H25-7D

委任

委任

都道府県労働局長

公共職業安定所長

能力開発事業の一部

都道府県知事

厚生労働大臣
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6

第１章 第１節　総則・適用事業

雇用保険に関する事務（労働保険徴収法施行規則第１条第１項に規定する労働保険関係事
務を除く。）のうち、都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第５条第１項に規定する適
用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。 （則１条３項）

労働政策審議会への諮問 （法72条）　　

Ⅰ　厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決
定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴か
なければならない。

Ⅱ　労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応
じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報
告を求めることができる。

離職・失業の定義 （法４条２項、３項）　　
Ⅰ　雇用保険法において「離職」とは、被保険者について、事業主と
の雇用関係が終了することをいう。

Ⅱ　雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意
思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状
態にあることをいう。

Check Point !

□ 雇用保険法における「失業」とは、単に職業に就いていない状態を指す
のではなく、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就く
ことができない状態にあることをいう。

1. 雇用関係
「雇用関係」とは、民法第623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事
業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償と
して事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係を
いう。 （行政手引20004）

雇用保険法における「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金に
よって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であっ

参考

R元-4A

3
重要度

B

★★

H24-7B

4
重要度

A
★★★

参考
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総　則

第
１
章 

第
１
節

て現在その意に反して就業することができないものをいう。 （行政手引20004）

2. 労働の意思
「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち、安定
所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的
に求職活動を行っている場合に労働の意思があるとされる。 （行政手引51202）

3. 労働の能力
「労働の能力」とは、労働（雇用労働）に従事し、その対価を得て自己の生活
に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう。 （行政手引51203）

4. 職業に就くことができない状態
「職業に就くことができない状態」とは、安定所が受給資格者の求職の申込み
に応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっ
ても就職できない状態をいう。 （行政手引51204）
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第１章 第１節　総則・適用事業

強制適用事業 （法５条１項）　　
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

Check Point !

□ 労働者を１人でも雇用する事業については、原則として、雇用保険の適
用事業となる。

 なお、雇用保険の適用事業には、日本人以外の事業主が日本国内におい
て行う事業（外国人経営の事業）も含まれる。 （行政手引20051）

事業主は、雇用保険法の規定により行うべき被保険者に関する届出その他の事務を、その
事業所ごとに処理しなければならない。雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理す
るとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は
個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出すべきであ
るという趣旨である。したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はな
く、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出する
ことは差し支えない。 （則３条、行政手引22001）

暫定任意適用事業 （法附則２条１項、令附則２条）　　

次のⅰⅱに掲げる事業（国、都道府県、市町村その他これらに準ず
るものの事業、法人である事業主の事業及び常時５人以上の労働者を
雇用する事業を除く。）は、当分の間、第５条第１項［適用事業］の規
定にかかわらず、任意適用事業とする。
ⅰ　土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業

ⅱ　動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜
産、養蚕又は水産の事業（船員が雇用される事業を除く。）

適用事業2
1

重要度

A
★★★

参考

H30-7ア

2
重要度

A

★★★

H22-1BCE H25-1A
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適用事業

第
１
章 

第
１
節

Check Point !

□ 次の３つの要件を満たす事業が暫定任意適用事業となる。
 ①　個人経営（法人、国、地方公共団体等が経営する事業でない）
 ②　農林水産業（船員が雇用される事業を除く）
 ③　常時５人未満の労働者を雇用

1. 法人
「法人」とは、私法人、公法人等を問わず、法人格のある社団、財団のすべて
が含まれる。 （行政手引20104）

2. 常時５人以上の労働者
「５人」の計算に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計
算する。したがって日雇労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない
労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、
適用事業として取り扱う必要はない。 （行政手引20105）

（兼営の場合）
事業主が適用事業に該当する部門（以下「適用部門」という。）と暫定任意適用事業に該
当する部門（以下「非適用部門」という。）とを兼営している場合は、次によって取り扱
う。
⑴それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。

⑵一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合で
あって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業と
なる。 （行政手引20106）

（一定期間５人未満になる場合）
個人経営のかきの養殖事業において、収穫期の７～８ヵ月間は、６～７人の労働者を雇用
し、他の期間は、１～２人の労働者を雇用するような事業所のように、年間を通じて事業
は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、一定期間雇用労働者が５人未満に減少する
ことが通例である場合には「常時５人以上」とは解されず、当該事業は暫定任意適用事業
に当たると解される。 （昭和53.9.22雇保発32号）

3. 暫定任意適用事業の保険関係
暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の２分の１以上の

同意を得て、雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合に
は、厚生労働大臣の認可があった日に、雇用保険に係る保険関係が成立する。
また、暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の２分の１

以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。
 （徴収法附則２条）

H30-7ウ

参考

H30-7イ
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第１章 第１節　総則・適用事業

 問題チェック H15-1A

　個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受
け、繁忙期の８か月間は７人の労働者を雇用し、残りの４か月間は２人の労働者を雇
用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。

○ 法附則２条１項２号、令附則２条、行政手引20105、昭和53.9.22雇保発32号

　設問の場合は、常時５人以上とは解されず、設問の事業は暫定任意適用事業に当
たると解される。

解答
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